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１  アレルギーに関する健康診査 

（ 3か月児ぜん息アレルギー相談含）  

（ １） 位置づけ 

公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、名古屋市が実施する環

境保健事業の一つであり、独立行政法人環境再生保全機構（ 以下「 機構」

という。） の助成を受け、実施しています。  

環境保健事業は、昭和63年の公害健康被害補償制度の見直しに伴い、

大気汚染の影響による健康被害を未然に防止し、健康の回復を図ることを

目的として広く市民を対象に実施しています。  

（ ２） 目的

    乳幼児を対象に問診、診察、健康教育・ 指導等を行うことにより、気

管支ぜん息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患の発症予防や育児

不安の軽減を図ることを目的としています。  

    3か月児健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査と併設して

行います。乳幼児健診の個人宛通知時に「 アレルギーに関する質問票」

を送付し、問診等で、要指導児、要医療児等をスクリーニングし、発症

予防や悪化予防のための指導・ 相談を行います。  

    また、すでに気管支ぜん息の発症が認められるものの、医療機関で受

診していないぜん息児を早期に発見し適性医療に繋いだり、受診・ 治療

中の児やその保護者に対し、自己管理法や住環境整備についての正しい

知識普及や療養相談を行います。  

（ ３） 変遷 

アレルギーに関する健康診査事業は、平成3年に3か月児を対象に「 乳

児ぜん息健康診査」 として開始されました。  

その後、学識経験者等で設置した「 環境保健事業検討会」 から平成9年

度に「 より効果的な環境保健事業のあり方について」 報告を受け、新たに

「 新健康診査事業実施検討会」 を設置し、健康診査の実施内容等について

検討しました。  

    平成10年度には、この新健康診査事業検討会の検討結果を受け、アレ

ルギー健診の対象を3か月児から 1歳6か月児の2回に順次拡充し、ま

た、ハイリスク児に対して行う専門医による相談を充実させるため、当

時8保健所で実施していた「 こどものアレルギーとぜん息相談」 を16保

健所へ拡充してきました。  
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    平成21年からは、機構の助成が「 4歳未満の児を対象とし」「 一児当た

り適当な期間を置いて3回実施できる」こととなったことから、従来の3

か月児、1歳6か月児に加え、3歳児健診時にも実施することとしました。  

    なお、平成27年度からは、機構の助成事業の見直し（「 助成事業の効

果的な実施に向けた見直しについて」） を受け、従来、3か月児健診で行

ってきたアレルギー健診は、新たに「 3か月児ぜん息アレルギー相談」 と

して、より必要性が高い児とその保護者に対して、個別の相談・ 指導を

実施することとしました。  

また、1歳6か月児、3歳児のアレルギー健診についても、質問票を改

訂し、振分け基準を見直すことにより、より指導を必要とする対象者への

指導を充実させていく こととしました。  

＜年表＞ 

昭和63年度 

平成3年度 

平成7年度 

平成9年度 

平成10年度 

平成11年度 

平成21年度 

平成22年度 

平成26年度 

平成27年度 

平成28年度 

令和 2年度 

環境保健事業開始 

 乳児ぜん息健康診査開始 （ 3か月児対象）  

環境保健事業検討会設置 

環境保健事業検討会より「 より効果的な環境保健事業のあり方について

（ 報告）」  

新健康診査事業実施検討会設置（ H10年3月）  

新健康診査事業実施検討会の検討結果について（ H10年6月）  

 アレルギーに関する健康診査 開始（ 3か月児）（ H10年10月～）  

 アレルギーに関する健康診査（ 1歳6か月児） 拡充（ H11年7月～）  

 アレルギーに関する健康診査（ 3歳児） 拡充（ H21年4月～）  

 3か月児、1歳6か月児の「 アレルギーに関する質問票」 改訂 

独） 環境再生保全機構より「 助成事業の効果的な実施にむけた見直しに

ついて」（ 7月）  

 3か月児ぜん息アレルギー相談開始（ 健診から相談へ）  

 3か月児、1歳6か月児、3歳児の「 アレルギーに関する質問票」 改訂 

乳幼児アレルギー健診実態把握の本格実施 

 3か月児、１歳6か月児、3歳児の「 アレルギーに関する質問票」改訂 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事業を一時的に休止 

 3か月児ぜん息アレルギー相談（ R2年4月～5月）  

アレルギーに関する健康診査（ 1歳6か月児、3歳） (R2年4月～6月) 
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3か月乳幼児健康診査と併設

★ アレルギーに関する質問票　「市役所提出用」　を公害保健課へ

□ 呼吸器症状の見極め方
□ 湿疹の悪化予防
□ 受診行動
その他生活環境等

□ 受動喫煙
□ ダニ対策（室内環境・寝具）
□ □ペット対策 離乳食

□ 保護者の療養負担

□ 呼吸器症状の見極め方
□ 湿疹の悪化予防
□ 受診行動
□ その他生活環境等
□ 保護者の療養負担

□ 子どものアレルギーとぜん息相談（予約あり）
□ 医療機関（紹介状発行）
□ NPO、親の会等の案内

個別健康教育・相談

診　察

継続フォローが必要な場合は、「母子管理票」作成

一次問診・・・指導不要～受診中までの振分けを行う

終了

終了

　　　　　紹介機関があれば、 

二次問診

＜相談処方箋＞

二次問診・・・療養実態が明らかになるような問診（詳しく聞きとる）

相談

＜実施報告計上＞　1項目のみ 

２（１）

実施報告計上

3か月児ぜん息アレルギー相談のフロー図

　相談が必要な項目に 　（複数の 可）

　「ぜん息予防」のための個別教育・相談内容での計上が必須。
　振分け結果（相談不要～受診中）の計上も行う。

要指導

　一番重点をおいた相談項目を１つ選択して　 

要個別相談
勧奨

相談処方箋

一次問診

質問票送付
（3か月児健康診査対象者全員）

受　付

＜紹介機関＞　（あれば ）

＜月報＞様式9-2　3か月児ぜん息アレルギー相談実施報告書

要治療

問診

受診中

指導不要

別紙　「個別健康教育・相談用」を用い指導

相談処方箋の指導項目に 　（複数の 可）　　

3
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1歳6か月児乳幼児健康診査と併設
3歳児健康診査と併設

必要時支援

２（２） 1歳6か月児、3歳児 アレルギーに関する健康診査 フロー図

質問票送付
（1歳6か月児、3歳児健康診査対象者全員）

受　付

一次問診・・・指導不要～受診中までの振分けを行う

終了

指導不要
＜月報＞　様式9　アレルギーに関する健康診査　実施報告書

★ 1歳6か月児健診時に「ぜん息問診票」を実施した場合、写を公害保健課へ
要指導

終了

要個別相談
勧奨

問診

各健診の「アレルギーに関する健康診査（個別相談用）」を活用し指導を行う。

最近1か月間に2回以上繰り返し呼吸器症状がある → 　すぐに受診勧奨（今すぐ治療が必要なため）

一次問診

要治療

受診中

★ アレルギーに関する質問票　「市役所提出用」　を公害保健課へ

＜呼吸器症状について＞

1歳6か月児健診、3歳児健診

診　察

継続フォローが必要な場合は、「母子管理票」作成

二次問診 二次問診・・・療養実態が明らかになるような問診（詳しく聞きとる）

相談

＜「要指導」～「受診中」＞

1歳6か月児健診

ぜん息治療中 → → → → →　 　「ぜん息問診票」実施　 　母子管理票作成　 　3歳児健診まで継続　 　3歳児健診時経過確認　 必要時母子管継続

呼吸器症状が3回以上継続反復したことがある → 　機会があるときにかかりつけ医に左記について相談を勧める（ぜん息の可能性がある）

4
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の場合、二次問診票の 　   に進みます。

※ 「いいえ」の場合は、　　　　　　　の記入及び聞取りは必要ありません。

３（１） ３か月児用 振分け基準（スクリーニング）

はい

全
項
目

「
い
い
え
」

の
場
合

「
指
導
不
要
」

5
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1 　振分けにより、「要指導」「要個別相談勧奨」「要治療」「受診中」の対象者に実施

2 　「アレルギーに関する質問票（3か月児）」の下部の＜相談処方箋＞を使用

3 　「生活のポイント　～お子さんのよりよい育ちのために～」を用い　個別健康教育・相談を実施

＜相談処方箋＞

問診・診察
（スクリーニング）

＜個別健康教育・相談＞

相談

□ 　受診行動

□ 　保護者の療養負担

　複数チェック可  　複数チェック可

□ 　その他生活環境等
□ 受動喫煙
□ ダニ対策

             (室内環境・寝具）
□ ペット対策
□　　    離乳食

● アレルギー症状の悪化予防、病気の適
切な対応、早期対応、セルフケア支援等を
行う。

● 別紙「生活のポイント～お子さんのよりよ
い育ちのために～」を使用し支援する。

● 標準的な指導、また、短時間で有効な
指導とする目的で別紙「生活のポイント～
お子さんのよりよい育ちのために～」を使
用する。

● 相談者は、別紙「生活のポイント～お子
さんのよりよい育ちのために～」重点指導

○ポイントの項目に 印など施し、示し、その
内容を保護者に伝え渡す。

　1項目チェック

問診者・診察医師が記載

□ 　呼吸器症状の見極め

□ 　湿疹の悪化予防

３（１） 3か月児ぜん息アレルギー相談用 相談処方箋

＜実施報告計上＞

● 一番重点を置いた相談
項目1個を実施報告書
（月報）に計上するので、
必ず をすること。

● 紹介機関として

□　 アレ相を予約
□　 医療機関紹介状発行
□　 NPO、親の会等案内

の場合は実施報告書（月
報）に計上するので、必
ず すること。

相談担当者が記載 相談担当者が記載
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３（２） １歳６か月児用 振分け基準（スクリーニング）

7
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３（３） ３歳児用 振分け基準（スクリーニング）

全
項
目

「
い
い
え
」

の
場
合

「
指
導
不
要
」

8
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＜呼吸器症状あり＞
＜目標＞
　「緊急受診」「かかりつけ医受診」「家で様子を見ていてよい」が判断できる

 　　　保健指導・・・呼吸器観察ポイントを簡潔・的確に伝える
　　　　　　　　　　　 呼吸状態のみでなく、「ミルクの飲み」や「機嫌」も大切な観察項目

＜湿疹あり＞
＜目標＞
　正しいスキンケア（体の洗い方）が実施できる
　保湿剤、ステロイド外用薬が正しく使用できる

　　　　保健指導・・・症状や治療の有無また、治療内容に応じて指導する

＜現在治療中または経過観察中＞ 　　　　　　　　　　
＜症状があり、受診・治療が必要な状況＞

＜目標＞
　家庭での様子（病状）適切にかかりつけ医に伝えることができる
　要医療の場合、早期に適切な受診行動及び治療ができる

　　　　保健指導・・・かかりつけ医との関係性を確認。必要な受診・治療が継続できる
　　　　　　　　　　　　ように支援する

　　　　　紹介状発行の場合は、保護者の意向を確認しつつ医療機関紹介
＜各症状「あり」の場合、必要に応じて＞
＜治療中・経過観察中の場合、必要に応じて＞

＜目標＞
　ぜん息予防のため、症状悪化予防のための室内環境整備を行うことができる
　受動喫煙、離乳食、室内のペットについて正しい知識を得ることができる

　　　　保健指導・・・項目を絞って指導する
　　　　　　　　　　　　「症状あり」+ぜん息家族歴あり」の場合は積極的に実施すること

＜問診時の保護者の様子で総合的に判断＞ ＜目標＞
　正しいぜん息・アレルギーに関する知識を得ることができる
　相談場所につながることができる
　　　　保健指導・・・必要があれば、「子どものアレルギーとぜん息相談」や、NPO、
　　　　　　　　　　　　機構のホームページ等を紹介。
　　　　　　　　　　　　育児不安が強いようであれば、母子管理作成、継続支援を

４（１） 3か月児ぜん息アレルギー相談用 指導シートの活用 ● 「要指導」～「受診中」の場合、相談処方箋を記載し、個別教健康育・相談を行います。

呼吸器症状の見極め方

離乳食

保護者の療養負担

湿疹の悪化予防

受診行動

その他環境整備等

受動喫煙

ダニ対策
（室内環境・寝具）

ペット対策

１

２

４、７

６

５

１、２

２、３、４

３

４

６

「症状あり」で「家族歴あり」

積極的に環境整備の教育・指

導を行うこと

２

１

７

５

9
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４（２） 1歳6か月児アレルギー健診における個別相談用シートの活用 ● 「要指導」～「受診中」の場合、個別相談を行う際に保護者に渡す。

1
2
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13 ぜん息のことで、困ったこと、不安なこと、教えて欲しいことなどあれば　（自由記載）

12 お子さんの治療や病状について、十分把握していると思いますか

大いに かなり まあまあ 少し ない

11 お子さんの急な発作または発作の原因の回避などに対し、冷静、沈着に対応できますか

大いに かなり まあまあ 少し ない

10 お子さんのぜん息に対して、保護者の心の負担（例：もどかしさ、いらいら、憂鬱感）

を感じたときはどのくらいでしたか

ない 少し まあまあ かなり 大いに

9 お子さんのぜん息に対し、保護者の心配（例：外出時薬の準備、急な発作、薬がきれることなど）

の程度はどのくらいでしたか

ない 少し まあまあ かなり 大いに

→ （　　　　　　　　　　　）

8 主治医に、病気や治療のことなど相談しやすいですか は い ・いいえ

6 最近１か月間に、救急外来など定期外受診をしましたか いいえ・ は い

7 病状が悪くなるきっかけや、発作の原因はありますか いいえ・ は い

は い → （　内服　吸入　貼付　その他　）

5 ぜん息で入院したことがありますか いいえ・ は い

3 いま、ぜん息でかかっている病院はどこですか

4 毎日使用している薬はありますか　 いいえ・

問診日　　　　　　　年　　月　　日

1 ぜん息を疑う症状がはじめてでたのはいつですか　　　　　生後 か月

2 病院でぜん息を診断されたのはいつですか 生後 か月

就 園 あり　・　なし 兄弟姉妹 あり　・　なし 居 住区 区

別表様式１

１歳６か月児健康診査　ぜん息問診票

氏 名 （　男 　・　 女　） 生年月日 　　　　　年　　　月　　　日　生
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４（３） ３歳児アレルギー健診における個別相談用シートの活用 ● 「要指導」～「受診中」の場合、個別相談を行う際に保護者に渡す。

1
6
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＜参考資料＞     

（ １） 名古屋市環境保健事業要綱 

    第一章 総則 

 （ 目的等）  

第１条 この要綱は、公害健康被害の補償等に関する法律（ 昭和48年10月法律第111号。

以下「 法」 という。） 第68条第２号に基づき名古屋市が実施する環境保健事業（ 施設等

整備事業及び施設等整備助成事業を除く 。） の円滑な実施に必要な事項を定め、もって

大気汚染の影響による健康被害を予防することを目的とする。  

    第二章 健康相談事業 

     第三節 ３か月児ぜん息アレルギー相談 

 （ 内容）  

第12条 乳児を対象にアレルギー疾患に関する問診等を実施するとともに、知識の普及・

啓発を行うことにより、アトピー性皮膚炎や気管支ぜん息などのアレルギー疾患の発症

予防や育児不安の軽減を図るため、アレルギーに関する健康相談を実施する。  

２  前項の相談事業は、各区の保健福祉センターで実施する３か月児健康診査（ 以下「 乳

児健診」 という。） と併設する。  

３  当該事業の実施に際し、事前に乳児健診の個人あて通知時にアレルギーに関する質問

票（ ３か月児用（ 様式６） ） 等を併せて送付することにより周知する。  

 （ 対象者）  

第13条 名古屋市内各区の保健福祉センターで実施する乳児健診の対象となる者とする。  

 （ 実施方法）  

第14条 問診及び別表第３を基に評価した結果、健康相談の必要を認めるときは、公害保

健課長が別に定める専用シートを用い、対象者の保護者に対して個別健康教育・ 相談を

実施する。  

 （ 事後指導）  

第15条 保健福祉センター所長は、個別健康教育・ 相談の結果、事後指導の必要を認める

ときは、対象者の保護者に対して事後指導を行うものとする。  

 （ 実施報告）  

第16条 保健福祉センター所長は、健康相談実施月の翌月10日（ ただし、実施月が３月の

場合は４月５日） までに３か月児ぜん息アレルギー相談実施報告書（ 様式9-2） によ

り、公害保健課長に報告するとともに、アレルギーに関する質問票を提出する。  

    第三章 健康診査事業 

 （ 内容）  

第17条 幼児を対象にアレルギー疾患に関する問診等を実施するとともに、知識の普及・

啓発を行うことにより、アトピー性皮膚炎や気管支ぜん息などのアレルギー疾患の発症

予防や育児不安の軽減を図るため、別表第３を基にアレルギーに関する健康診査を実施

する。  

２  前項の診査事業は、各区の保健福祉センターで実施する１歳６か月児健康診査及び３

歳児健康診査（ 以下「 幼児健診」 という。） と併設する。  

３  当該事業の実施に際し、事前に幼児健診の個人あて通知時にアレルギーに関する質問

票（ １歳６か月児用（ 様式７） 、３歳児用（ 様式８） ） を併せて送付することにより周

知する。  

 （ 対象者）  

第18条 名古屋市内各区の保健福祉センターで実施する幼児健診の対象となる者とする。  

抜粋
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 （ 事後指導）  

第19条 保健福祉センター所長は、健康診査の結果、事後指導の必要を認めるときは、対

象者の保護者に対して事後指導を行うものとする。  

 （ 実施報告）  

第20条 保健福祉センター所長は、健康診査実施月の翌月10日（ ただし、実施月が３月の

場合は４月５日） までにアレルギーに関する健康診査実施報告書（ 様式９） により、公

害保健課長に報告するとともに、アレルギーに関する質問票を提出する。  

別表第３（ アレルギーに関する質問票 評価基準）  

３か月児 ぜん息アレルギー相談 

区 分 評価基準（ 問診 大項目）  健康相談 

指導不要 
・ 問診１～５すべてが「 いいえ」  

・ 問診５(家族歴） のみが「 はい」  

・ 不要 

要指導 
・ 問診１～３のいずれか又は複数が

「 はい」  

・ 個別健康教育・ 相談内容 

「 呼吸器症状の見極め方」  

「 湿疹の悪化予防」  

「 受診行動」  

「 その他環境整備等」  

 （ 受動喫煙、ダニ対策（ 室内環

境・ 寝具） 、ペット対策、離乳

食）  

「 保護者の養育負担」  

・ 計上はいずれか１項目 

要個別相

談勧奨 

・ 問診１～３のいずれか又は複数が

「 はい」 、かつ、問診５(家族歴)

が「 はい」  

要治療 

・ 医師の診察において、アレルギー

疾患に関して要治療(要精検)とさ

れたもの 

受診中 
・ 問診４が「 はい」  

※事後指導 
・ 要個別相談勧奨に区分された対象者に、「 子どものアレルギーとぜん息相談」 の受診

を促す。なお必要に応じて継続支援を行う。  
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１歳６か月児アレルギーに関する健康診査 

区 分 評価基準（ 問診 大項目）  備考 

指導不要 
・ 問診１～６すべてが「 いいえ」  

・ 問診６(家族歴） のみが「 はい」  

要指導 
・ 問診１～４のいずれか又は複数が

「 はい」  

・ 公害保健課長が別に定める専用シ

ートを用い、対象者の保護者に対

して保健指導を実施 

・ ぜん息での「 受診中」 の場合は「 1

歳6か月児健康診査用ぜん息問診

票」 (別表様式1)を実施 

要個別相

談勧奨 

・ 問診１～４のいずれか又は複数が

「 はい」 、かつ、問診６(家族歴)

が「 はい」  

要治療 

・ 医師の診察において、アレルギー

疾患に関して要治療(要精検)とさ

れたもの 

受診中 ・ 問診５が「 はい」  

※事後指導 
・ 要個別相談勧奨に区分された対象者及び、健康診査時に指導者が必要と判断した場合

は「 子どものアレルギーとぜん息相談」 の受診を促す。なお必要に応じて母子管理票

を作成し継続支援を行う。  

・ 「 1 歳6 か月児健康診査用ぜん息問診票」 （ 別表様式1） を実施した対象者について

は、3歳児健診まで支援するため母子保健管理を作成する。  

３歳児アレルギーに関する健康診査 

区 分 評価基準（ 問診 大項目）  備考 

指導不要 
・ 問診１～５すべてが「 いいえ」  

・ 問診５(家族歴） のみが「 はい」  

要指導 
・ 問診１～３のいずれか又は複数が

「 はい」  

・ 公害保健課長が別に定める専用シ

ートを用い、対象者の保護者に対

して保健指導を実施 
要個別相

談勧奨 

・ 問診１～３のいずれか又は複数が

「 はい」 、かつ、問診５(家族歴)

が「 はい」  

要治療 

・ 医師の診察において、アレルギー

疾患に関して要治療(要精検)とさ

れたもの 

受診中 ・ 問診４が「 はい」  

※事後指導 
・ 要個別相談勧奨に区分された対象者及び、健康診査時に指導者が必要と判断した場合

は「 子どものアレルギーとぜん息相談」 の受診を促す。なお必要に応じて母子保健管

理を作成し継続支援を行う。  
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アレルギーに関する質問票（ ３か月児）

ふ り が な
お子さまの生年月日 

年  月  日生
第  子 

お子さまの氏名 男・ 女

住 所 
保護者連絡先    －    －

記入日：     年  月  日 

１  生まれてから今までに、胸がゼーゼー、またはヒューヒューしたことがありますか  

２   生まれてから今までに、湿疹ができたことがありますか  

３  母乳やミルクを飲んだあとに、急に肌が赤くなったり、はれたりしたことがありますか  

□ いいえ □ はい

４ 現在、アレルギーの病気で医療機関を受診していたり、または、経過観察などを含め、今後、

受診するよう医師に指示されていますか  

□ いいえ □ はい

５ 家族で右記のアレルギーの病気を医師に診断されたことがある人はいますか 

６  家族でたばこを吸っている人はいますか □ いいえ □ はい □ □ □（  父  母  その他 ）  

７  室内で毛のある動物を飼っていますか □ いいえ □ はい（                ）  

□  □  □  指導不要 要指導 要個別相談勧奨 

月  日 

□  □  要治療 受診中 

相談処方箋（ 複数可）  個別健康教育・ 相談実施項目（ 複数可）  実施報告計上（ 1項目）

問診者・ 診察医師 相談担当者 相談担当者

呼吸器症状の見極め方 □ □ □
湿疹の悪化予防 □ □ □
受診行動 □ □ □

その他生活環境等
□ 受動喫煙 □ ダニ対策（ 室内環境・ 寝具）

□ ペット対策 □ 離乳食
□ 受動喫煙 □ ダニ対策（ 室内環境・ 寝具）

□ ペット対策 □ 離乳食 □

保護者の療養負担 □ □ □

□ いいえ □ はい □  □  (1)そのとき受診しましたか    はい  いいえ 

□  □  (2)そのとき入院しましたか    はい  いいえ 

□ いいえ □ はい (1)医療機関でぬり薬を処方されたことがありますか   

 □  □  はい  いいえ 

□  □  (2)かゆそうな様子がありましたか はい  いいえ 

□ いいえ □ はい

動物の種類

● はい→ の場合、 の質問にもお答えください。

要指導～受診中は、専用シートを用い下記項目について個別健康教育・ 相談を実施

→

以
下
は
保
健
セ
ン
タ
ー
で
記
入

→  □ □ □（ 1） アトピー性皮膚炎        父  母  きょうだい  

→   □ □ □（ 2） 食物アレルギー         父  母  きょうだい  

→  □ □ □（ 3） ぜん息             父  母  きょうだい 

→  □ □ □（ 4） アレルギー性鼻炎・ 結膜炎   父  母  きょうだい 

→  □ □ □（ 5） 花粉症             父  母  きょうだい 

★紹介機関として計上： □ 子どものアレルギーとぜん息相談（ 予約あり） □ 医療機関（ 紹介状発行） □ NPO、親の会等の案内

□
させていただきたいと考えております。

名古屋市では、アレルギー疾患の予防や対策を図るため、下記の内容を専門機関（ 市外含む） を交えて解析し、研究に活用

研究への活用に同意されない □場合は、右記の に をご記入ください

区
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アレルギーに関する質問票（ １歳６か月児）

ふ り が な
お子さまの生年月日 

年  月  日生
第  子 

お子さまの氏名 男・ 女

住 所 
保護者連絡先    －    －

記入日：     年  月  日 

１  最近12か月の間に、胸がゼーゼー、またはヒューヒューしたことがありますか

２ 最近12か月の間に、治ったりまた出たりする湿疹ができたことがありますか 

３  母乳やミルクを飲んだあと、または他の食物を食べたり飲んだりしたあとに、急に肌が赤くな

ったり、はれたりしたことがありますか 

４  今までに、右記のアレルギーの病気を医師に診断されたことがありますか

５ 現在、アレルギーの病気で医療機関を受診していたり、または、経過観察などを含め、今後、

受診するよう医師に指示されていますか 

□  いいえ  □  はい
６ 家族で右記のアレルギーの病気を医師に診断されたことがある人はいますか 

以下の欄は保健センターで記入します。 

□  □  □  指導不要 要指導 要個別相談勧奨 

月  日 

□  □  要治療 受診中 

(1)夜中にせきや息苦しさで目をさましたことがありますか 

   □  □  はい いいえ 

(2)呼吸器の病気で救急外来の受診や入院をしたことがありますか 

  □  □  はい いいえ 

(1)かゆみはありましたか   

□  □  はい  いいえ 

(2)ステロイドの外用薬は使用しましたか  

 □  □  はい  いいえ 

□ アトピー性皮膚炎 
□ →食物アレルギー 原因食物（          ）

□ アナフィラキシー
□ ぜん息
□ アレルギー性鼻炎・ 結膜炎
□ 花粉症

区

● はい→ の場合、 の質問にもお答えください。

→  □ □ □(1)アトピー性皮膚炎   父 母 きょうだい 

→  □ □ □(2)食物アレルギー    父 母  きょうだい 

→  □ □ □(3)ぜん息        父 母 きょうだい 

→  □ □ □(4)ｱﾚﾙｷ゙ 性ー鼻炎・ 結膜炎 父 母 きょうだい 

→  □ □ □(5)花粉症        父 母 きょうだい 

□  いいえ  □  はい

□  いいえ  □  はい

□  いいえ  □  はい

□  いいえ □  はい

□  いいえ  □  はい

名古屋市では、アレルギー疾患の予防や対策を図るため、下記の内容を専門機関（ 市外含む） を交えて解析し、研究に活用

させていただきたいと考えております。

研究への活用に同意されない □場合は、右記の に をご記入ください。 □  
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アレルギーに関する質問票（ ３歳児）

ふ り が な
お子さまの生年月日 

年  月  日生
第  子 

お子さまの氏名 男・ 女

住 所 
保護者連絡先    －    －

記入日：     年  月  日 

１  最近12か月の間に、胸がゼーゼー、またはヒューヒューしたことがありますか 

２  最近12か月の間に、治ったりまた出たりする湿疹ができたことがありますか 

３  今までに、右記のアレルギーの病気を医師に診断されたことがありますか 

４  現在、アレルギーの病気で医療機関を受診していたり、または、経過観察などを含め、今後、

受診するよう医師に指示されていますか

５ 家族で右記のアレルギーの病気を医師に診断されたことがある人はいますか 

以下の欄は保健センターで記入します。 

□  □  □  指導不要 要指導 要個別相談勧奨 

月  日 

□  □  要治療 受診中 

(1)最近12か月の間に、何回ゼーゼー、またはヒューヒューしましたか 

  □  □  □  1～3回  4～11回  12回～ 

(2)夜中にせきや息苦しさで目をさましたことがありますか 

   □  □  はい   いいえ 

(3)走ったり、はしゃいだ時にせきが出たりゼーゼーしたことがありますか 

   □  □  はい   いいえ 

(4)呼吸器の病気で救急外来の受診や入院をしたことがありますか    

□  □  はい  いいえ 

□  □  (1)かゆみはありましたか             はい  いいえ 

□  □  (2)ステロイド外用薬は使用しましたか   はい  いいえ 

□ アトピー性皮膚炎 
□ →食物アレルギー 原因食物（              ）

□ アナフィラキシー
□ ぜん息
□ アレルギー性鼻炎・ 結膜炎   
□ 花粉症

医療機関名

● はい→ の場合、 の質問にもお答えください。

→  □ □ □(1)アトピー性皮膚炎      父  母  きょうだい 

→  □ □ □(2)食物アレルギー       父  母  きょうだい 

→  □ □ □(3)ぜん息           父  母  きょうだい 

→  □ □ □(4)アレルギー性鼻炎・ 結膜炎  父  母  きょうだい 

→  □ □ □(5)花粉症           父 母 きょうだい 

□  いいえ  □  はい

□ □ □ □ □ □小児科 皮膚科 耳鼻科 眼科 内科 ｱﾚﾙｷ゙ 科ー

□  いいえ  □  はい

□  いいえ  □  はい

□  いいえ □  はい

□  いいえ □  はい

研究への活用に同意されない □場合は、右記の に をご記入ください。

名古屋市では、アレルギー疾患の予防や対策を図るため、下記の内容を専門機関（ 市外含む） を交えて解析し、研究に活用

□  させていただきたいと考えております。

区
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様式９

（ あて先） 環境局公害保健課長

　月分

１歳６か月児健康診査分

実　施　日

実人員 - - - - -

指導不要者数

要指導者数

要個別相談者数

要治療者数

受診中者数

ぜん息問診実施者数

※ぜん息問診実施者数には、問診を実施した実数を計上してく ださい。

　また、問診票の写しを報告書に添付してく ださい。

３歳児健康診査分

実　施　日

実人員 - - - - -

指導不要者数

要指導者数

要個別相談者数

要治療者数

受診中者数 -

内

訳

-

計

-

-

-

-

-

保健福祉センター

アレルギーに関する健康診査実施報告書　

-

計

-

内

訳

-

-

-

-
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様式9-2

（ あて先） 環境局公害保健課長

月実施分

合計

指 導 不 要 (A)

要 指 導

要 個 別 相 談

要 治 療

受 診 中

小 計 (B)

呼吸器症状の見極め方

湿 疹 の 悪 化 予 防

受 診 行 動

その他生活環境等

保護者の療養負担

子 ど もの ア レ ル ギー と
ぜん息相談 （予約あり）

医 療 機 関
（ 紹 介 状 発 行 ）

NPO、親の会等の案内

 ※ １　個別健康教育・相談内容が２項目以上にわたる場合は、その中で主たる内容１項目について計上すること。
 ※ ≧２　B C　となり、個別健康教育・相談件数の実数

 （雇い上げ者従事者状況）

そ の 他

 ※ 　本欄は、報償費による雇い上げ者の従事人数を計上すること。

合 計 (C)

計

実 施 日

紹介
機関

日 日

小児アレルギーエデュ
ケーター（学会認定）

看 護 師栄 養 士保 健 師

3か月児　ぜん息アレルギー相談　実施報告書

実 施 日

個

別

健

康

教

育

・

相

談

内

容

日

区

分

受 診 者 合 計 (A+B)

日日

保健福祉センター

月　　　日

月　　　日

月　　　日

月　　　日

月　　　日
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(2)「小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2020」の抜粋 参考

今現在治療が必要な状態であると考えられるため、ただちに受診するよう勧める。

・3回以上、呼吸器症状（ゼロゼロ、咳などの継続）が反復したことがある

予防接種等での受診した際にでも、反復した呼吸器症状の状態をかかりつけ医に伝える
よう勧める。

・最近1か月間で、2回以上繰り返して胸がゼーゼーヒューヒューしたり、
咳や息苦しくなっている

＜呼吸器症状あり
→ 診断されたことがなく、現在継続フォローがない場合＞

乳幼児喘息（5歳以下の小児における喘息）

小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2020 p168～179より

＜特徴＞

・反復性に咳嗽や喘鳴を繰り返す時期と呼吸困難症状（努力性呼吸）を伴う

時期に若干の時間差があり、早期の診断が困難なことも多い。

・症状での早期診断や呼吸困難の程度の判定、また検査からの症状判断が

困難である。

・乳児の気道の特徴もあり、気道狭窄が強く現れやすく、症状の進行が速い。

＜診断に有用な所見＞

・24時間以上続く明らかな呼気性喘鳴を3エピソード以上繰り返す。

・β 刺激薬吸入後に呼気性喘鳴や努力性呼吸・SpO の改善が認められる。

・呼気性喘鳴を認めるが、β 刺激薬に反応が乏しい症例に対しては、「診

断的治療」を用いて「乳幼児喘息」と診断できる。

＜診断的治療＞

・重症度に応じた長期管理薬を１か月間投与（喘鳴がコントロールできた時

点で投与を中止）して経過観察をし、治療反応を評価する。治療を実施して

いる間は症状がなく、中止すると症状が再燃する場合を「乳児喘息」と判断す

る。
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(2)「小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2020」の抜粋 参考

＜喘息診断あり+症状が続いている（ｺﾝﾄﾛｰﾙ不良）の場合
→ 治療状況の確認、喘息の正しい知識普及＞

小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2020 p34～35

・喘息の急性増悪（発作）の典型的な症状・所見は、喘鳴や咳嗽、および呼気
延長を伴う呼吸困難である。
・運動や呼吸器感染症、アレルゲンの吸入、気候の変動などにより反復する。
・喘息児ではアレルギー疾患の既往歴を有する者の割合が高い。
・家族に何らかのアレルギー疾患を有する割合が高い。
・運動や冷気、タバコの煙などの刺激により、容易に咳嗽や喘鳴を起こす。

小児気管支喘息の治療目標・・・同上ガイドライン p117

＜症状のコントロール＞
・短時間作用性β 刺激剤の頓用が減少、または必要がない。
・昼夜を通じて症状がない。

＜呼吸機能の正常化＞
・ピークフローやスパイロメトリーがほぼ正常で安定している。
・気道過敏性が改善し、運動や冷気などによる症状誘発がない。

＜QOLの改善＞
・スポーツも含め日常生活を普通に行うことができる。
・治療に伴う副作用がない。

・主治医の指示を確認し、自己判断による治療不十分があれば、処方通り

の服用（内服・吸入）を促す。

・気管支喘息のセルフケアについてし説明する。

（環境再生保全機構のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ活用）

ぜん息の重症度と治療ステップについて

「完全コントロール」を目指す治療について・・JPAC
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小児気管支喘息治療・管理ガイドライン２０２０
JPACぜん息コントロールテストキット：環境再生保全機構作成（乳幼児用　６か月から４歳未満）
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小児気管支喘息治療・管理ガイドライン２０２０
JPACぜん息コントロールテストキット：環境再生保全機構作成（小児用　４歳から１５歳未満）
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